
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 就 業 規 則 及 び 国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 

教 員 の ク ロ ス ア ポ イ ン ト メ ン ト の 実 施 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

 改  正  前                            改  正  後                          

国立大学法人京都大学教職員就業規則 

（平成１６年達示第７０号） 

（前 略） 

第１７章 クロスアポイントメント 

（クロスアポイントメント） 

第６７条 教職員のうち、国立大学法人京都大学教

員就業特例規則（平成１６年達示第７１号）の適

用を受ける教員は、総長の承認を受けて、勤務時

間内に本学以外の国立大学法人、大学共同利用機

関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、公的

医療機関（医療法（昭和２３年法律２０５号）第

３１条の規定によるものをいう。）その他総長が

特に認める機関において勤務すること（次項にお

いて「クロスアポイントメント」という。）がで

きる。 

２ 前項に定めるもののほか、クロスアポイントメ

ントの実施に関し必要な事項は、国立大学法人京

都大学教員のクロスアポイントメントの実施に

関する規程（平成２６年達示第５５号）による。 

（後 略） 

 

国立大学法人京都大学教員のクロスアポイ

ントメントの実施に関する規程 

（平成２６年達示第５５号） 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員

就業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業

規則」という。）第６７条第２項の規定に基づき、

京都大学（以下「本学」という。）に勤務する教

員のクロスアポイントメントの実施に関し必要

な事項を定めることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規程において「クロスアポイントメン

ト」とは、教員が第５条に定める承認を受けて、

勤務時間内に本学以外の次の各号に掲げる機関

（以下「他機関」という。）に勤務することをい

う。 

 

 

 

第１７章 クロスアポイントメント 

（クロスアポイントメント） 

第６７条 教職員は、総長の承認を受けて、勤務時

間内に本学以外の国立大学法人、大学共同利用機

関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、公的

医療機関（医療法（昭和２３年法律２０５号）第

３１条の規定によるものをいう。）その他総長が

特に認める機関において勤務すること（次項にお

いて「クロスアポイントメント」という。）がで

きる。 

 

 

２ 前項に定めるもののほか、クロスアポイントメ

ントの実施に関し必要な事項は、国立大学法人京

都大学教職員のクロスアポイントメントの実施

に関する規程（平成２６年達示第５５号）による。 

 

 

国立大学法人京都大学教職員のクロスアポ

イントメントの実施に関する規程 

（平成２６年達示第５５号） 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員

就業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業

規則」という。）第６７条第２項の規定に基づき、

京都大学（以下「本学」という。）に勤務する教

職員のクロスアポイントメントの実施に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

（対象） 

第１条の２ クロスアポイントメントの対象となる

教職員は、次の各号に掲げる教職員（以下「対象

教職員」という。）とする。 

(1) 国立大学法人京都大学教員就業特例規則（平

成１６年達示第７１号）の適用を受ける者（次

号に掲げる者を除く。以下「対象教員」という。） 

(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就

業規則（平成１８年達示第２１号。以下「特定

有期雇用教職員就業規則」という。）第２条第

１項第１号から第４号までに掲げる者（以下

「対象特定教員」という。） 

(3) 特定有期雇用教職員就業規則第２条第１項第

５号から第７号までに掲げる者（以下「対象特

定職員」という。） 

（定義） 

第２条 この規程において「クロスアポイントメン

ト」とは、対象教職員が第５条に定める承認を受

けて、勤務時間内に本学以外の次の各号に掲げる

機関（以下「他機関」という。）に勤務すること

をいう。 



 

 改  正  前                            改  正  後                          

(1)～(5) （略） 

（クロスアポイントメントの形態） 

第３条 クロスアポイントメントの形態は、次の各

号のいずれかとする。 

(1) 本学のほか、本学教員が他機関とも個別に労

働契約を締結し、それぞれに勤務するもの 

(2) 本学の教員の身分を保有したまま、本学と他

機関が締結する出向契約に基づき、勤務時間の

一部について当該他機関において勤務するも

の 

第４条 （略） 

 （クロスアポイントメントの承認） 

第５条 （略） 

２ 教員は、前項の承認を受けようとするときは、

クロスアポイントメントを実施する初日の２月

前までに所定の申請書を所属する学系又は全学

教員部の長（全学教員部にあっては当該クロスア

ポイントメントを実施する教員が所属する全学

機能組織を担当する理事）（国立大学法人京都大

学特定有期雇用教職員就業規則（平成１８年達示

第２１号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」

という。）第２条第１項第１号から第４号までに

掲げる者（以下「年俸制特定有期教員」という。）

にあっては所属する部局（各研究科、各附置研究

所、医学部附属病院、各センター等（国立大学法

人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示

第１号）第３章第７節から第１１節までに定める

施設等をいう。））の長）（以下「学系等の長」

という。）に提出しなければならない。 

３ 前項の提出を受けた学系等の長は、学系会議又

は全学教員部会議（年俸制特定有期教員にあって

は教授会等）の審査を経てその可否を決定し、及

び可とする場合について総長に上申するものと

する。 

４ 総長は、前項の上申に基づいて審査し、その可

否を決定する。この場合において、クロスアポイ

ントメントの対象となる機関が、次の各号に掲げ

る機関以外の機関となる場合は、審査委員会を設

け、その審査の結果を踏まえて決定するものとす

る。 

 (1)～(3) （略） 

（承認等の基準） 

第６条 前条の審査は、次の各号に掲げる基準の全

てに適合することを要件とする。 

(1) 優秀な人材の確保、教育研究の発展又は管理

運営に寄与するものと認められること。 

(2) 大学の利益に相反しないものであること。 

(3) 教員の倫理が保持されるものであること。 

(4) 教員としての職務の遂行に支障が生じない

ものであること。 

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支

障が生じないものであること。 

 

 

(1)～(5) （同 左） 

（クロスアポイントメントの形態） 

第３条 クロスアポイントメントの形態は、次の各

号のいずれかとする。 

(1) 本学のほか、本学教職員が他機関とも個別に

労働契約を締結し、それぞれに勤務するもの 

(2) 本学の教職員の身分を保有したまま、本学と

他機関が締結する出向契約に基づき、勤務時間

の一部について当該他機関において勤務する

もの 

第４条 （同 左） 

（クロスアポイントメントの承認） 

第５条 （同 左） 

２ 対象教職員は、前項の承認を受けようとすると

きは、クロスアポイントメントを実施する初日の

２月前までに所定の申請書を対象教員にあって

は、所属する学系又は全学教員部の長（全学教員

部にあっては当該クロスアポイントメントを実

施する教員が所属する全学機能組織を担当する

理事）（以下「学系等の長」という。）に、対象

特定教員及び対象特定職員にあっては、所属する

部局（各研究科、各附置研究所、医学部附属病院

及び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号。以下この

項において「組織規程」という。）第３章第７節

から第１１節までに定める施設等をいう。）をい

い、組織規程第５６条第１項の部局事務部等を含

む。）の長（以下「部局の長」という。）に提出

しなければならない。 

３ 前項の提出を受けた学系等の長は学系会議又

は全学教員部会議の、部局の長は教授会等又はこ

れに代わる機関の審査を経てその可否を決定し、

及び可とする場合について総長に上申するもの

とする。 

４ 総長は、前項の上申に基づいて審査し、その可

否を決定する。この場合において、クロスアポイ

ントメントの対象となる機関が、次の各号に掲げ

る機関以外の機関となる場合及び審査の対象が

対象特定職員である場合は、審査委員会を設け、

その審査の結果を踏まえて決定するものとする。 

 (1)～(3) （同 左） 

（承認等の基準） 

第６条 （同 左） 

 

(1) 

 

(2) 

(3) 教職員の倫理が保持されるものであること。 

(4) 教職員としての職務の遂行に支障が生じな

いものであること。 

(5) （同 左） 

 

２ 前項に定めるもののほか、審査の対象が対象特

定職員である場合は、特に高度な必要性が認めら

（同 左） 



 

 改  正  前                            改  正  後                          

 

（協定の締結） 

第７条 総長は、第５条の規定により承認をしたと

きは、当該クロスアポイントメントを実施する他

機関の長との間で、次の各号に掲げる事項を定め

た協定を締結するものとする。 

(1) クロスアポイントメントを実施する教員の 

職・氏名 

(2) クロスアポイントメントの実施期間 

(3) 勤務時間、給与等の取扱い 

(4) 職務発明等の取扱い 

(5) その他クロスアポイントメントの実施に関

し必要な事項 

第８条 （略） 

（クロスアポイントメント終了後の業務の制限） 

第９条 学系等の長は、クロスアポイントメントを

実施する教員について、クロスアポイントメント

により勤務する他機関と本学との間に物品購入

等の契約関係その他の特別な利害の関わる業務

に従事させてはならない。当該クロスアポイント

メントが終了した日から２年間についても同様

とする。 

（クロスアポイントメントの期間） 

第１０条 クロスアポイントメントの実施期間は、

３年以内とする。ただし、総長が特に必要と認め

る場合は、３年を超える期間とすることができ

る。 

 

２・３ （略） 

（クロスアポイントメントの終了） 

第１１条 クロスアポイントメントは、期間が満了

したときのほか、クロスアポイントメントを実施

する教員が次の各号の一に該当する場合は終了

するものとする。 

(1)・(2) （略） 

（クロスアポイントメント実施期間中の給与） 

第１２条 クロスアポイントメント実施期間中の

教員の給与は、国立大学法人京都大学教職員給与

規程（平成１６年達示第８０号。以下「給与規程」

という。）第３７条の規定（国立大学法人京都大

学年俸制教員給与規程（平成２６年達示第５６

号。以下「年俸制教員給与規程」という。）第８

条又は特定有期雇用教職員就業規則第７条若し

くは第１１条において準用する場合を含む。）に

かかわらず、第７条の規定による協定において定

める本学と他機関の勤務割合に応じ、給与規程に

定める俸給、職責調整手当、初任給調整手当、扶

養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、単

身赴任手当、特地勤務手当、寒冷地手当及び遠隔

地異動・出向手当のそれぞれ（年俸制教員給与規

程により年俸制を適用される者の場合にあって

は同規程第３条に定める職務給に係る月額、年俸

制特定有期教員の場合にあっては俸給月額）につ

いて当該他機関の勤務割合を乗じて得た額を減

れるものであることを要件とする。 

（協定の締結） 

第７条 （同 左） 

 

 

 

(1) クロスアポイントメントを実施する対象教職

員の職・氏名 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

第８条 （同 左） 

（クロスアポイントメント終了後の業務の制限） 

第９条 学系等の長は、クロスアポイントメントを

実施する対象教職員について、クロスアポイント

メントにより勤務する他機関と本学との間に物

品購入等の契約関係その他の特別な利害の関わ

る業務に従事させてはならない。当該クロスアポ

イントメントが終了した日から２年間について

も同様とする。 

（クロスアポイントメントの期間） 

第１０条 クロスアポイントメントの実施期間は、

対象教員及び対象特定教員にあっては３年以内

とし、対象特定職員にあっては１年以内とする。

ただし、総長が特に必要と認める場合は、これら

を超える期間とすることができる。 

２・３ （同 左） 

（クロスアポイントメントの終了） 

第１１条 クロスアポイントメントは、期間が満了

したときのほか、クロスアポイントメントを実施

する対象教職員が次の各号の一に該当する場合

は終了するものとする。 

(1)・(2) （同 左） 

（クロスアポイントメント実施期間中の給与） 

第１２条 クロスアポイントメント実施期間中の

対象教職員の給与は、国立大学法人京都大学教職

員給与規程（平成１６年達示第８０号。以下「給

与規程」という。）第３７条の規定（国立大学法

人京都大学年俸制教員給与規程（平成２６年達示

第５６号。以下「年俸制教員給与規程」という。）

第８条又は特定有期雇用教職員就業規則第７条、

第１１条若しくは第２０条において準用する場

合を含む。）にかかわらず、第７条の規定による

協定において定める本学と他機関の勤務割合に

応じ、給与規程に定める俸給、職責調整手当、初

任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手

当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、寒

冷地手当及び遠隔地異動・出向手当のそれぞれ

（年俸制教員給与規程により年俸制を適用され

る者の場合にあっては同規程第３条に定める職

務給に係る月額、対象特定教員及び対象特定職員

の場合にあっては俸給月額）について当該他機関

（同 左） 



 

 改  正  前                            改  正  後                          

じた額を、第３条第１号の場合にあっては本学が

支給し、同条第２号の場合にあっては当該他機関

の勤務割合に係る額を本学が当該他機関から受

領してその額と併せて支給する。 

 

（クロスアポイントメント実施期間中の年次休

暇の日数） 

第１３条 クロスアポイントメント実施期間中の

教員の年次休暇の日数は、国立大学法人京都大学

教職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成 

１６年達示第８３号）第２１条第１項の規定にか

かわらず、一の年において、同項各号に掲げる教

職員の区分に応じて当該各号に掲げる日数につ

いて、第７条の規定による協定において定める本

学での勤務の内容に従って定める。 

（クロスアポイントメント期間中の他機関にお

ける勤務時間等） 

第１４条 クロスアポイントメント実施期間中の

教員の他機関における勤務時間、休日、休暇その

他の労働条件は、協定に定めた事項を除き当該他

機関の定めに従うものとする。 

（例外事項の取扱い） 

第１５条 本学又は他機関の事情により、この規程

に定めのない事項が生じたときは、その都度、本

学及び他機関で協議して定めるものとする。この

場合において、この規程の定めと異なる労働条件

とする必要が生じたときは、当該教員の同意を得

るものとする。 

（他機関に所属する者の本学とのクロスアポイ

ントメントの実施） 

第１６条 他機関に所属する教員等（これに相当す

る者として総長が認める者に限る。以下この条に

おいて同じ。）が、他機関の教員としての身分を

保有したままその勤務時間の一部について本学

において勤務することを希望するときは、第５条

及び第６条の例により、総長の承認を受けなけれ

ばならない。この場合において、当該教員は、事

前に勤務に従事する部局を定め、勤務を希望する

初日の２月前までに申請書を当該部局の長に提

出するものとする。 

２・３ （略） 

４ 他機関に所属する者のクロスアポイントメン

トに係る給与の取扱いは、その所属する機関の定

めるところによるものとし、本学に勤務する部分

については、当該者について本学の年俸制特定有

期教員として採用し、俸給月額、その他給与の相

当額を算定するために必要な事項を定め、及び第

２項の規定による協定において定める本学と他

機関の勤務割合に応じ、本学の勤務割合を乗じて

得た額を本学が当該他機関に支弁する。 

 

 （後 略） 

附 則 

１ （略） 

の勤務割合を乗じて得た額を減じた額を、第３条

第１号の場合にあっては本学が支給し、同条第２

号の場合にあっては当該他機関の勤務割合に係

る額を本学が当該他機関から受領してその額と

併せて支給する。 

（クロスアポイントメント実施期間中の年次休

暇の日数） 

第１３条 クロスアポイントメント実施期間中の

対象教職員の年次休暇の日数は、国立大学法人京

都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程

（平成１６年達示第８３号）第２１条第１項の規

定にかかわらず、一の年において、同項各号に掲

げる教職員の区分に応じて当該各号に掲げる日

数について、第７条の規定による協定において定

める本学での勤務の内容に従って定める。 

（クロスアポイントメント期間中の他機関にお

ける勤務時間等） 

第１４条 クロスアポイントメント実施期間中の

対象教職員の他機関における勤務時間、休日、休

暇その他の労働条件は、協定に定めた事項を除き

当該他機関の定めに従うものとする。 

（例外事項の取扱い） 

第１５条 本学又は他機関の事情により、この規程

に定めのない事項が生じたときは、その都度、本

学及び他機関で協議して定めるものとする。この

場合において、この規程の定めと異なる労働条件

とする必要が生じたときは、当該対象教職員の同

意を得るものとする。 

（他機関に所属する者の本学とのクロスアポイ

ントメントの実施） 

第１６条 他機関に所属する教員等（これに相当す

る者として総長が認める者に限る。以下この条に

おいて同じ。）が、他機関の教員等としての身分

を保有したままその勤務時間の一部について本

学において勤務することを希望するときは、第５

条及び第６条の例により、総長の承認を受けなけ

ればならない。この場合において、当該教員等は、

事前に勤務に従事する部局を定め、勤務を希望す

る初日の２月前までに申請書を当該部局の長に

提出するものとする。 

２・３ （同 左） 

４ 他機関に所属する者のクロスアポイントメン

トに係る給与の取扱いは、その所属する機関の定

めるところによるものとし、本学に勤務する部分

については、当該者について本学の対象特定教員

又は対象特定職員として採用し、俸給月額、その

他給与の相当額を算定するために必要な事項を

定め、及び第２項の規定による協定において定め

る本学と他機関の勤務割合に応じ、本学の勤務割

合を乗じて得た額を本学が当該他機関に支弁す

る。 

 

附 則 

１ （同 左） 



 

 改  正  前                            改  正  後                          

２ 第１条の規定により制定する国立大学法人京

都大学教員のクロスアポイントメントの実施に

関する規程第１２条の規定の適用については、当

分の間、同条中「職務給に係る月額」とあるのは、

「職務給に係る月額及びインセンティブ手当の

うち総長が別に定める月額」とする。 

（後 略） 

２ 第１条の規定により制定する国立大学法人京

都大学教職員のクロスアポイントメントの実施

に関する規程第１２条の規定の適用については、

当分の間、同条中「職務給に係る月額」とあるの

は、「職務給に係る月額及びインセンティブ手当

のうち総長が別に定める月額」とする。 

 

附 則 

この規則は、令和２年２月１日から施行する。 

 


